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　平成18年４月から介護保険料が見直されました。
　介護保険料の見直しにより、平成18年度からの保
険料の「基準額」が32,400円（年額）となり、「基準
額」を中心に、所得に応じた負担となるよう、７段階
の保険料に分かれました。
　平成17年度の税制改正により市町村民税非課税者か
ら課税者となり、所得段階が上がった方に対しては、
保険料負担の急増を避けるため、平成18年度から一定
期間緩和措置を行います。これにより平成18年度、平
成19年度は、緩和措置の保険料、平成20年度には、基
準の保険料を納付することになります。（図参照）
　また、これまで遺族年金及び障害年金を受給されて
いた方は、個別に役場窓口での納付や銀行預金等から
の口座振替等の方法により、保険料を納めていただい
ておりましたが、平成18年10月から、これらの年金に

ついても、天引きの対象となりました。（年額18万円
以上受給される見込み等の要件を満たす方が対象で
す。）
　なお、今までどおり、介護保険料の算定の際に遺族
年金及び障害年金の受給額は、所得に含まれません。
問い合わせ

健康福祉課高齢福祉係
本　庁　☎０２８７－９２－１１１９
支　所　☎０２８７－９６－２１１５

広報なかがわ　平成18年７月10日

６５歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料改正のお知らせ

所 　 得 　 段 　 階
基準額に対する調整率と保険料（年額）

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

調整率 保険料 調整率 保険料 調整率 保険料

第１段階　生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村
民税非課税の方 0.35 11,300 0.35 11,300 0.35 11,300

第２段階　世帯全員が市町村民税非課税の方で、前年の合
※

計所得金額と
　　　　　課税年金収入額の合計が80万円以下の方 0.50 16,200 0.50 16,200 0.50 16,200

第３段階　世帯全員が市町村民税非課税の方で、第２段階に該当しない方 0.75 24,300 0.75 24,300 0.75 24,300

第４段階　世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、本人は市町村
民税非課税の方 1.00 32,400 1.00 32,400 1.00 32,400

税制改正に伴う「第１段階からの激変緩和措置対象者」 0.55 17,800 0.80 25,900 1.00 32,400

税制改正に伴う「第２段階からの激変緩和措置対象者」 0.70 22,600 0.85 27,500 1.00 32,400

税制改正に伴う「第３段階からの激変緩和措置対象者」 0.85 27,500 0.92 29,800 1.00 32,400

第５段階　本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未
満の方 1.25 40,500 1.25 40,500 1.25 40,500

税制改正に伴う「第１段階からの激変緩和措置対象者」 0.63 20,400 0.94 30,400 1.25 40,500

税制改正に伴う「第２段階からの激変緩和措置対象者」 0.80 25,900 1.00 32,400 1.25 40,500

税制改正に伴う「第３段階からの激変緩和措置対象者」 0.94 30,400 1.10 35,600 1.25 40,500

税制改正に伴う「第４段階からの激変緩和措置対象者」 1.09 35,300 1.17 37,900 1.25 40,500

第６段階　本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以
上500万円未満の方 1.60 51,800 1.60 51,800 1.60 51,800

第７段階　本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以
上の方 1.90 61,500 1.90 61,500 1.90 61,500

※合計所得金額　「所得」とは実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です

見直された新しい介護保険料

平成18年４月から
介護保険料が
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前
回
は
、
最
終
処
分
場
の
種
類
（
安
定
型
・
管
理
型
・
遮
断
型
）
に
つ

い
て
説
明
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
中
で
も
管
理
型
の
最
終
処
分
場
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

　

管
理
型
の
最
終
処
分
場
は
、
一
般
廃
棄
物
や
産
業
廃
棄
物
の
埋
め
立
て

処
分
に
用
い
ら
れ
る
処
分
場
で
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
重
要
な
機
能
が

備
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

遮
水
シ
ス
テ
ム
（
図
①
）
と
浸

出
水
処
理
シ
ス
テ
ム
（
図
②
）

に
つ
い
て

①
埋
め
立
て
地
内
か
ら
出
る
浸注
１

出

水
が
外
に
流
れ
出
さ
な
い
よ
う

に
、
底
に
シ
ー
ト
を
張
る
な
ど
の

遮
水
を
し
ま
す
。

②
埋
め
立
て
地
内
の
浸
出
水
を
集

め
、
浄
化
し
て
放
流
す
る
設
備
を

備
え
て
い
ま
す
。

  

遮
水
シ
ス
テ
ム

①
は
、
遮
水
機
能
で
す
。
こ
れ
は

浸
出
水
が
施
設
の
外
に
流
れ
出

し
、
地
下
水
や
土
壌
に
影
響
を
与

え
る
の
を
防
ぎ
ま
す
。
基
準
で
は

二
重
の
遮
水
シ
ー
ト
を
備
え
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
那
珂
川
町

に
県
が
計
画
し
て
い
る
施
設
で

は
、
更
に
遮
水
シ
ー
ト
破
損
検
知

シ
ス
テ
ム
や
遮
水
シ
ー
ト
修
復
シ

  

浸
出
水
処
理
シ
ス
テ
ム

②
は
、
浸
出
水
を
浄
化
す
る
水
処

理
機
能
で
す
。
遮
水
機
能
に
よ
り

集
め
ら
れ
た
浸
出
水
を
基
準
以
下

に
な
る
よ
う
に
処
理
を
し
て
放
流

し
ま
す
。
那
珂
川
町
の
施
設
で

は
、
更
に
「
逆注
２

浸
透
膜
処
理
」
な

ど
の
高
度
処
理
工
程
を
経
て
飲
料

水
レ
ベ
ル
ま
で
浄
化
し
て
放
流
し

ま
す
。

最終処分場視察を実施します。

　県と町では、町民の皆さまに実際の
処分場を見ていただき、処分場がどん
なものかを理解していただくため、次
により最終処分場の視察を実施しま
す。
●視察先

　埼玉県環境整備センター
　（埼玉県寄居町）
　エコフロンティアかさま
　（茨城県笠間市）
●対象者

　那珂川町に住所を有する団体・グ
ループ

●申し込み先

　環境整備対策室　☎ 0287-92-1110
●実施期日

　申し込み団体等と調整のうえ決定し
ます。

用
語
の
説
明

注
１　

浸
出
水

雨
水
等
が
廃
棄
物
に
触
れ
て
発
生

す
る
汚
水
を
い
い
ま
す
。

注
２　

逆
浸
透
膜

非
常
に
小
さ
な
孔あ
な

の
膜
で
水
の
分

子
の
み
を
透
過
さ
せ
ま
す
。
ウ
イ

ル
ス
や
バ
ク
テ
リ
ア
な
ど
も
通
し

ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
こ
の
逆
浸
透

膜
を
利
用
す
る
と
海
水
か
ら
塩
分

も
取
り
除
き
真
水
を
作
り
出
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ス
テ
ム
の
遮
水
機
能
を
備
え
た

施
設
を
計
画
し
て
い
ま
す
。


